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■これまでの経緯 

宝塚市（以下「本市」という。）においては、平成 28年(2016 年)12 月に、手話は音声言語である日本

語とは異なる独自の体系を持つ言語であるとの認識に基づき、手話への理解の促進及び手話の普及を図

り、手話を使用しやすい環境づくりを推進することにより、インクルーシブな地域社会の実現を目指し

て、「宝塚市手話言語条例」を施行しました。さらに、平成 29 年(2017 年)１月には、障碍
がい

を理由とする

差別を解消し、障碍
がい

のある人もない人も共に住みよい宝塚市を実現するべく、「宝塚市障碍
がい

者差別解消に

関する条例」を施行しました。 

本市の障碍
がい

者施策が目指すものは、障碍
がい

のある人の自己実現を支援することにあり、地域社会と切り離

してはありえないとの認識のもと、令和３年(2021 年)３月に「宝塚市第５次障碍
がい

者施策長期推進計画」

を策定し、基本的理念である「すべての人が自分らしく暮らせる共生社会へ」を実現するために、障碍
がい

者

施策の総合的・計画的な推進に取り組みます。また、全ての人々の人権が尊重され、だれもが安心して暮

らせるまちづくりを目指す上での基盤となる障害福祉サービスの方向性を明らかにするものとして、「宝

塚市障害福祉計画・・宝塚市障害児福祉計画」を３年ごとに策定し、障害福祉サービス、相談支援、地域生

活支援事業の提供体制の確保に努めてきました。この度、「宝塚市障害福祉計画・（第期期計画）・宝塚市障

害児福祉計画・（第期期計画）」の計画期間が終了するに当たり、近年の障碍
がい

や障碍
がい

のある人における環境

の変化に対応するとともに、アンケート調査等で障碍
がい

・のある人や関係団体などの意見を踏まえ、新たに

「宝塚市障害福祉計画・（第期期計画）・宝塚市障害児福祉計画・（第３期計画）」（以下「本計画」という。）

を策定します。 

■計画の目的 

本計画は、目標及びその目標達成のための方策を明らかにし、令和期年度(2024 年度)から令和８年度

(2026 年度)までの各年度における障害福祉サービス・計画相談支援・地域生活支援事業・障害児通所支

援及び障害児相談支援の提供体制の確保が計画的に図られるようにすることを目的とします。 

国は、福祉サービスの実施主体を、住民に最も身近な基礎的な自治体である市町村に統一していくこと

を基本的事項としています。この基本的事項を受けて、市町村が限られた財源や地域資源を有効に活用し

ながら、障害保健福祉施策の制度的課題を適切かつ効率的に解決していくには、計画的な整備手法を導入

していく必要があります。 

県は、「都道府県障害福祉計画」において、都道府県下の市町村を一定の区域に分けて、区域ごとの福

祉サービスの供給体制を計画的に整備するため、市町村におけるサービスを確保し、サービス提供に従事

する人材を養成するなど、区域間の格差を調整し、広域的な支援を行うこととしています。 

■計画の期間 

本計画は、令和期年度(2024 年度)から令和８年度(2026 年度)までの３年間を計画期間とします。 

 

 

宝
塚

市障害福祉計

画

宝

塚
市障害児福祉計

画

令和３年度（2021年度） 令和４年度（2022年度） 令和５年度（2023年度） 令和６年度（2024年度） 令和７年度（2025年度） 令和８年度（2026年度）

宝塚市第５次障碍者施策長期推進計画

宝塚市障害福祉計画（第７期計画）

宝塚市障害児福祉計画（第３期計画）
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■障害者手帳の所持者数 ■身体障害者手帳の所持者数 

■療育手帳の所持者数 ■精神障害者保健福祉手帳の所持者数 

障害者手帳所持者数は増加傾向で推移しており、令和

４年度（2022 年度）には 13,782 人と、期年間で 1,790 人

増加しています。 

身体障害者手帳所持者数は増加傾向で推移しており、障

碍区分別でみると「肢体不自由」の占める割合が最も多く

なっています。 

療育手帳所持者数は増加傾向で推移しており、等級別

でみると「Ｂ期軽度」の占める割合が最も多くなってい

ます。 

精神障害者保健福祉手帳所持者数は増加傾向で推移

しており、等級別でみると「期級中度」の占める割合が

最も多くなっています。 

本市における障碍
がい

のある人を取り巻く現状 

宝
塚

市障害福祉計

画

宝

塚
市障害児福祉計

画
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■計画の基本的理念 

本市の障碍
がい

者施策において、障碍
がい

のある人の生活基盤を整備し、住民主体の市民協働による地域社会を

創造し、自分らしく暮らせる「共生社会」の構築を目指し、新たな基本的理念を掲げることとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○障碍
がい

のある人の人権の擁護と、基本的自由が完全かつ平等に確保される社会を目指

します。 

 

○障碍
がい

のある人が必要とする支援を受けられ、自分らしい生き方ができる社会にす

るとともに差別をなくし、安全で安心な暮らしを目指します。 

 

○障碍
がい

のある人もない人も分け隔てなく、お互いを認識し、尊重し合い、同じ地域

の一員として社会的つながりを保ちながら、自己実現に向けて、全ての人が自分

らしさを最大限発揮できる社会を目指します。 

 

○社会にある障壁（＝バリア）とそれにより自分らしく暮らすことができない人が

いることを、全ての人が理解し、その原因を取り除くために自ら行動を起こし、

ともに支えあって生きていく共生社会の構築を目指します。 

 

■基本的理念の意義 

全ての障碍
がい

のある人の人権と自由を持つことの権利を守り、それらがもたらす利益を完全に、平等に受

けられる社会の実現や、障碍
がい

者が自分で選択し決定する権利が尊重され、不足するものは公的支援を活用

しながら、周囲との助け合いの中で自立した生活が実践されることを目指すことを基本的理念としてい

ます。 

本市では、サービス提供の実施主体としてサービスの充実を図り、この基本的理念を念頭に置きなが

ら、その実現に向けて施策的展開を図ります。 

 

宝
塚

市障害福祉計

画

宝

塚
市障害児福祉計

画
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■令和８年度(2026 年度)の成果目標 

□施設入所者の地域生活への移行 

障碍
がい

者の地域での生活や、施設からの地域移行が進みにくい理由の一つとして、具体的な生活のイメー

ジが持ちにくいことがあると考えられるため、本人や家族が、生活に関する情報や、地域での生活におけ

る選択肢について、相談支援専門員等から十分に得られるように努めます。 

現状では重度障碍
がい

者の生活の場として入所施設を求める声もある一方で、共同生活援助（グループホー

ム）の整備を進めると共に、地域移行支援・地域定着支援サービスの積極的な活用を促すことで、地域生

活への移行に積極的に取り組んでいけるような体制・環境づくりを目指します。 

項目 
令和４年度末 

【基準値】 

令和期年度 

【目標値】 

令和期年度 

【目標値】 

令和８年度 

【目標値】 
国の考え方 

施設から地域移行した者の数 

（累計値） 
－ 4 人 8 人 12 人 

令和４年度末時点の施設 

入所者数から期％以上移行 

施設入所者数 164 人 161 人 158 人 155 人 
令和４年度末時点の施設 

入所者数から５％以上削減 

 

□精神障碍
がい

にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

現在入院中の精神障碍
がい

・者が地域の一員として安心して暮らすためには、各関係機関との連携が必須と

なります。入院中の障碍
がい

者の地域移行支援については、指定一般相談支援事業所が病院等と連携しながら

取り組んでいきます。また、地域へ移行した後の生活については、全ての障碍
がい

者が安心して暮らしていけ

る地域づくりについて、自立支援協議会の専門部会において継続して検討していきます。 

項目 
令和４年度末 

【実績値】 

令和期年度 

【目標値】 

令和期年度 

【目標値】 

令和８年度 

【目標値】 
国の考え方 

保健、医療及び福祉関係者による

協議の場の開催回数 
0 回 5 回 5 回 5 回 － 

保健、医療及び福祉関係者による

協議の場への関係者の参加者数 
0 人 13 人 13 人 13 人 － 

保健、医療及び福祉関係者による

協議の場における目標設定及び評

価の実施回数 

0 回 5 回 5 回 5 回 － 

精神障碍
がい

者の地域移行支援 1 人 3 人 3 人 3 人 － 

精神障碍
がい

者の地域定着支援 0 人 1 人 1 人 1 人 － 

精神障碍
がい

者の共同生活援助 62 人 67 人 72 人 77 人 － 

精神障碍
がい

者の自立生活援助 1 人 2 人 2 人 2 人 － 

精神障碍
がい

者の自立訓練（生活訓練） 6 人 7 人 8 人 9 人 － 

宝
塚

市障害福祉計

画

宝

塚
市障害児福祉計

画

※施設入所者とは、障害福祉サービスにおける「施設入所支援」の利用者 
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□地域生活支援の充実 

居住支援のための５つの機能の点検・評価については、自立支援協議会にて把握・検証を行い、地域生

活支援拠点等の機能の充実や見直しに取り組みます。また、その取組状況について社会福祉審議会にて報

告します。 

項目 
令和４年度末 

【実績値】 

令和期年度 

【目標値】 

令和期年度 

【目標値】 

令和８年度 

【目標値】 
国の考え方 

地域生活支援拠点等の整備箇所数 １箇所 １箇所 １箇所 １箇所 １つ以上 

コーディネーターの配置人数 13 13 13 13 － 

運用状況の検証・検討回数 年 1回 年 1回 年 1回 年 1回 年１回以上 

強度行動障碍
がい

の支援ニーズの把

握、支援体制の整備 
－ 把握 把握・整備 整備 把握し、整備する 

 

□福祉施設から一般就労への移行等 

本市は近年、就労継続支援Ａ型、Ｂ型及び就労移行支援の利用者数が大幅に増加しています。主な理由

として、障碍
がい

者の就労に対する意識の高まりや、令和３年度の報酬改定にて在宅支援に関する要件の緩和

があったことが想定されます。 

本市における就労への支援体制としては、市内に就労移行支援や就労定着支援を実施する事業所はあ

りませんが、就労継続支援等のサービス提供事業所へも一般就労に向けた働きかけを行います。また、宝

塚市障碍
がい

者就業・・生活支援センター（通称「あとむ」）において、障碍
がい

のある人の就労支援に取り組んで

います。その他にも、障害者優先調達推進法による官公需に係る障害者就労施設等の受注機会の拡大・確

保に努めるとともに、一般就労への移行が難しい場合においても、共同受注窓口「グッドジョブ」の活用

により、就労継続支援事業における工賃等の向上を図ります。 

項目 
令和３年度末  

【実績値】 

令和期年度 

【目標値】 

令和期年度 

【目標値】 

令和８年度 

【目標値】 
国の考え方 

就労移行支援事業等を通じて一般

就労に移行する者 
22 人 26 人 28 人 30 人 

令和３年度実績の

1.28 倍以上 

 

うち、就労移行支援事業を

利用していた者 
16 人 18 人 19 人 21 人 

令和３年度実績の

1.31 倍以上 

うち、就労継続支援Ａ型を

利用していた者 
4 人 5 人 6 人 6 人 

令和３年度実績の

1.29 倍以上 

うち、就労継続支援Ｂ型を

利用していた者 
2 人 3 人 3 人 3 人 

令和３年度実績の

1.28 倍以上 

就労定着支援の利用者 17 人 23 人 24 人 24 人 
令和３年度実績の

1.41 倍以上 
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項目 
令和４年度末  

【実績値】 

令和期年度 

【目標値】 

令和期年度 

【目標値】 

令和８年度 

【目標値】 
国の考え方 

 
就労移行支援事業所数 

…① 
0 事業所 1 事業所 1 事業所 2 事業所 － 

 

うち、一般就労への移行率が

5割以上の事業数 

…② 

0 事業所 1 事業所 1 事業所 1 事業所 － 

上記①のうち②の割合 － 5 割以上 5 割以上 5 割以上 5 割以上 

 
就労定着支援事業所数 

…① 
0 事業所 1 事業所 1 事業所 2 事業所 － 

 

うち、サービス利用修了後

の定着率が 7割以上の事業

所数…② 

0 事業所 1 事業所 1 事業所 1 事業所 － 

上記①のうち②の割合 － 2割 5分以上 2割 5分以上 2割 5分以上 2 割 5分以上 

 

□障害福祉サービス等の質の向上 

現在、本市は県が実施する実地指導・監査に参加し、報酬に関する指導を行っています。報酬の返還が

あれば事業所のみならず、必要に応じて関係市町村へ情報提供を行い、適正な運営を求めています。今後

は移動支援、日中一時支援、相談支援事業などの市指定の事業について、適正な運営に関する指導に積極

的に取り組みます。 

項目 
令和４年度末 

【実績値】 

令和期年度 

【目標値】 

令和期年度 

【目標値】 

令和８年度 

【目標値】 
国の考え方 

都道府県が実施する障害福祉サー

ビス等に係る研修その他の研修へ

の市町村職員の参加人数 

2 人 2 人 2 人 2 人 － 

障害者自立支援審査支払等システ

ム等による審査結果の分析、事業

所等への指導監査の適正な実施、

それらの結果を事業所や関係自治

体等と共有する体制の有無及びそ

の実施回数 

0 回 1 回 1 回 1 回 － 
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□相談支援体制の充実・強化等 

本市は、今後も基幹相談支援センター１か所、期つの日常生活圏域の各地区に分けた委託相談支援事業

所期か所、計画相談支援を提供する特定相談支援事業所の三層構造による相談支援体制を継続していき

ます。年々障碍
がい

のある人をとりまく状況は複雑化、多様化しており、基幹相談支援センターと委託相談支

援事業所が連携し、地域単位で他機関と協働しながら様々な課題に取り組みます。 

また、発達障碍
がい

を含めた障碍
がい

のある人や保護者に対し、ペアレントトレーニング等の支援プログラムの

提供、ペアレントメンターの養成等に取り組むとともに、ピアサポート活動の推進を図ります。 

さらに、今回のアンケートの自由意見においても多くの声があったとおり、保護者やきょうだい児を含

めた家族支援についても重要な課題と認識しています。 

 

項目 
令和４年度末 

【実績値】 

令和期年度 

【目標値】 

令和期年度 

【目標値】 

令和８年度 

【目標値】 
国の考え方 

基幹相談支援センターの設置 設置 設置 設置 設置 設置 

基幹相談支援センターによる地域

の相談支援事業者に対する訪問等

による専門的な指導・助言件数 

0 件 3 件 3 件 3 件 － 

基幹相談支援センターによる地域

の相談支援事業者の人材育成の支

援件数 

12 件 12 件 12 件 12 件 － 

基幹相談支援センターによる地域

の相談機関との連携強化の取組の

実施回数 

12 回 12 回 12 回 12 回 － 

基幹相談支援センターによる個別

事例の支援内容の検証実施回数 
12 回 12 回 12 回 12 回 － 

基幹相談支援センターにおける主

任相談支援専門員の配置人数 
0 人 0 人 0 人 1 人 － 
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自立支援協議会における相談支援

事業所の参画による事例検討実施

回数 

12 回 12 回 12 回 12 回 － 

自立支援協議会における参加者・

機関数 
13 事業所 15 事業所 15 事業所 15 事業所 － 

自立支援協議会の専門部会の設置

数 
3 4 4 4 － 

自立支援協議会の専門部会の実施

回数 
19 回 21 回 21 回 21 回 － 

ペアレントトレーニングやペアレ

ントプログラム等の支援プログラ

ム等の受講者数 

0 人 0 人 0 人 5 人 － 

ペアレントメンターの人数 0 人 0 人 0 人 1 人 － 

ピアサポートの活動への参加人数 20 人 34 人 48 人 62 人 － 
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■主な障害福祉サービス等の見込量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□居宅介護（ホームヘルプ） □重度訪問介護 

□同行援護 

区分１以上の障碍
がい

のある人を対象とし、居宅において、

入浴、排せつ、食事の介護、調理、洗濯、掃除などの援

助を行います。 

重度の肢体不自由者又は重度の知的障碍
がい

・ しくは

精神障碍
がい

・により行動上著しい困難を有し、常時介護

を要する区分４以上の障碍
がい

のある人に、 

①居宅での入浴、排せつ、食事などの介護、 

②外出時の移動中の介護を総合的に行います。 

視覚障碍
がい

・により、移動に著しい困難を有する障碍
がい

・の

ある人を対象とし、外出時において、当該障碍
がい

・のある

人に同行し、移動に必要な情報を提供するなどの移動

の援護その他外出する際に必要な援助を行います。 

□行動援護 

知的障碍
がい

・や精神障碍
がい

・により行動上著しい困難を有

し、常時介護を要する区分３以上の障碍
がい

・のある人に、

危険回避のための援護、外出時の移動中の介護その他

行動する際の必要な援助を行います。 
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□生活介護 

□就労継続支援Ｂ型 

□就労移行支援 

常時介護を要数区分３以上（50 歳以上は区分期以上）

の障碍
がい

のある人（施設入所支援を伴う場合は区分４以上

（50 歳以上は区分３以上））に、主として昼間に障害者

支援施設において、①入浴、排せつ、食事の介護、②創

作的活動、生産活動の機会の提供、③その他の身体機能

又は生産能力の向上のために必要な援助を行います。 

通常の事業者に雇用されることが困難な障碍
がい

・のある人

に、通所により就労や生産活動の機会を提供するとともに、

知識・能力の向上のために必要な訓練その他必要な支援を

行います。 

就労を希望する障碍
がい

のある人に、一定の期間にわたり、

生産活動などの機会を提供し、就労に必要な知識や能力の

向上に必要な訓練その他必要な支援を行います。 

□就労継続支援Ａ型 
通常の事業者に雇用されることが困難な障碍

がい

・のある

人に、通所により雇用契約に基づく就労の機会を提供

するとともに、知識・能力の向上のために必要な訓練そ

の他必要な支援を行います。 
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□短期入所（ショートステイ） 

居宅で介護を行う方の疾病などの理由により、障害

者支援施設などの施設に障碍
がい

・のある人を短期間入所さ

せ、入浴、排せつ、食事の介護その他の必要な支援を行

います。区分１以上が対象です。 

□施設入所支援 □計画相談支援 

生活介護・自立訓練・就労移行支援の対象者である障

碍
がい

のある人に、主として、夜間において、入浴、排せつ、

食事の介護その他の必要な日常生活上の支援を行いま

す。 

障碍
がい

のある人の自立生活を支え、その課題の解決や適切

なサービス利用のため、サービス利用支援※1及び継続サー

ビス支援※2を行います。 

□共同生活援助（グループホーム） 
地域で共同生活を営むことに支障のない障碍

がい

・のある人

に、主として夜間において、共同生活を営む住居で相談そ

の他の日常生活上の援助を行います。 

※1・サービス利用支援・ 支給決定又は支給決定の変更前に、サービス等利用計画案を作成し、サービス事業者等と連絡調整し、サ

ービス等利用計画を作成する支援 

※2・継続サービス支援・ 支給決定後に、サービス等の利用状況の検証を行い、計画の見直しを行い、サービス事業者等と連絡調整

し、支給決定又は支給決定の変更に係る申請を勧奨する支援 
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■地域生活支援事業（必須事業）の見込量 

   第期期計画期間(実績) 第期期計画期間(見込み) 

   R3 R4 R5 R6 R7 R8 

①理解促進研修・啓発事業       

 理解促進研修・啓発事業 実施の有無 有 有 有 有 有 有 

②自発的活動支援事業       

 自発的活動支援事業 実施の有無 有 有 有 有 有 有 

③相談支援事業       

 
相談支援事業（障害者相談支援事業） 

実施見込箇所数 箇所 7 7 7 7 7 7 

 実利用見込者数 人 1,933 1,198 1,198 1,198 1,198 1,198 

 相談支援事業（基幹相談支援センター） 設置の有無 有 有 有 有 有 有 

 基幹相談支援センター等機能強化事業 実施の有無 有 有 有 有 有 有 

 
住宅入居等支援事業 

実施の有無 有 有 有 有 有 有 

 実利用見込者数 人 3 5 7 7 7 7 

④成年後見制度利用支援事業       

 成年後見制度利用支援事業 実利用見込者数 人 15 20 21 22 23 24 

⑤成年後見制度法人貢献支援事業       

 成年後見制度法人貢献支援事業 実施の有無 有 有 有 有 有 有 

⑥意思疎通支援事業       

 手話通訳者派遣事業 実利用者見込件数 件 1,140 1,164 1,276 1,501 1,501 1,501 

 要約筆記者派遣事業 実利用者見込件数 件 201 298 371 371 371 371 

 手話通訳者設置事業 実設置見込者数 人 2 2 1 2 2 2 

⑦日常生活用具給付等事業       

 

日常生活用具給付等事業 

(給付等見込件数） 

介護・訓練支援用具 件 21 16 15 21 21 21 

 自立生活支援用具 件 31 33 40 40 40 40 

 住宅療養等支援用具 件 54 43 61 61 61 61 

 情報・意思疎通支援用具 件 63 65 54 65 65 65 

 排泄管理支援用具 件 4,663 4,736 4,585 4,736 4,736 4,736 

 居宅生活動作補助用具 件 2 3 5 5 5 5 

⑧手話奉仕員養成研修事業       

 手話奉仕員養成研修事業 研修終了見込者数 人 110 166 158 207 207 207 

⑨移動支援事業       

 
移動支援事業 

実利用者見込者数 人／年 201 228 291 301 311 322 

 延利用見込時間数 時間／年 36,184 38,521 55,959 57,694 59,482 61,326 

⑩地域活動支援センター事業       

 
基礎的事業 

実利用見込者数 人／年 109 110 110 99 99 99 

 実施見込箇所数 箇所 8 7 7 6 6 6 

 機能強化事業 実施見込箇所数 箇所 8 7 7 7 7 7 
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■令和８年度(2026 年度)の成果目標 

□障碍
がい

児支援の提供体制の整備等 

本市の子ども発達支援センターにおいては、令和４年期月に行われた児童福祉法の改正において地域

の中核的な役割を担う機関として、①幅広い高度な専門性に基づく発達支援・家族支援強化、②地域の事

業所へのスーパーバイズ・コンサルテーション機能、③地域のインクルージョン推進の中核機能、④地域

の発達支援の入口としての相談機能の４つの機能が明確化されました。今後、地域の中核的役割や機能強

化を図るためには“気になる段階”から支援を行い、多様な意見を拾い上げながら、地域との連携による

障碍
がい

児の地域社会への参加・包容（インクルージョン）の推進等、障碍
がい

のある児童やその家族への支援体

制の強化を図っていきます。 

医療的ケア児等に関する協議の場においては、引き続き課題解決に向けた取組を実施していきます。さ

らに、その協議の場において、役割や位置付けを整理したうえでコーディネーターの配置を目指していき

ます。 

項目 
令和４年度末 

【基準値】 

令和期年度 

【目標値】 

令和期年度 

【目標値】 

令和８年度 

【目標値】 
国の考え方 

児童発達支援センターの設置 設置 設置 設置 設置 １箇所以上 

障碍
がい

児の地域への参加・包容（イ

ンクルージョン）を推進する体

制の構築 

－ 検討 検討 構築 構築 

重症心身障害児を支援する児童

発達支援事業所の整備数 
2 箇所 3 箇所 3 箇所 3 箇所 １箇所以上 

重症心身障害児を支援する放課

後等デイサービスの整備数 
3 箇所 4 箇所 4 箇所 4 箇所 １箇所以上 

保健、医療、障害福祉、保育、教

育等の関係機関の協議の場の設

置 

設置 設置 設置 設置 設置 

医療的ケア児に対する関連分野

の支援を調整するコーディネー

ターの配置人数 

0 人 1 人 1 人 1 人 １人以上 

 

宝
塚

市障害福祉計

画

宝

塚
市障害児福祉計

画
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■主な障害児通所支援サービス等の見込量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

□児童発達支援 

□障害児相談支援 

平成 31 年(2019 年)４月１日から、市で取り扱う公文書においては「障害」を「障碍
がい

」と表記する

こととしており、法令や制度、個別の名称などを除いては、「障碍
がい

」と表記しています。 

「碍
がい

」には「さまたげ」や「バリア」の意味があり、このバリアは、個人の心身機能が原因で生じ

るものではなく、道路や施設、制度、慣習や差別的な概念など社会的障壁との相互作用によって創り

出されているもので、この社会的障壁を取り除くことが大切です。本市は、障碍
がい

のある人の地域社会

への参画の促進に取り組むなかで、この社会的障壁を取り除き、障碍
がい

の有無に関わらず、誰もが人格

と個性を尊重し支え合う暮らしやすい社会の実現を図ります。 

◎「碍
がい

」の表記について 

療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があ

ると認められる未就学の障碍
がい

のある児童に対して、日常生

活における基本的な動作の市道、知識技能の付与、集団生

活への適応訓練、その他必要な支援を行います。 

障害児通所支援の利用に関する援助を行い、「障害児支

援計画」の作成と一定期間ごとの見直しを行います。 

□放課後等デイサービス 

学校に就学しており、授業の終了後又は休業日に支援が

必要と認められた障碍
がい

・のある児童に対して、施設に通わ

せ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の

促進その他必要な支援を行います。 

□保育所等訪問支援 

保育所、小学校、特別支援学校等の集団生活を営む施設

に通う障碍
がい

のある児童に対して、その施設を訪問し、他の

児童との集団生活への適用のための専門的な支援その他

必要な支援を行います。 
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宝塚市 健康福祉部 福祉推進室 障碍
がい

福祉課 

〒665-8665 宝塚市東洋町１番１号 TEL：0797-77-2077 FAX：0797-72-8086 

 


